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協会における孤独死に関する取組み１
2010年7月

少額短期保険会社が我が国初となる、賃貸住宅入居者の死亡による居室の損害を
補償する大家向けの保険、通称「孤独死保険」を販売

2011年

2015年7月

賃貸入居者の家財保険の特約として、入居者自身が死亡した際に居室の損害を補償
する保険を販売。「孤独死保険」の拡大が進む

孤独死の実態を把握し、広く周知し孤独死の早期発見・未然防止につながる取組みを
行うことを目的として少額短期保険業者で構成した「孤独死対策委員会」を設置

2016年3月 孤独死保険の契約者のうち、実際に入居者が死亡したデータを分析した「孤独死現状
レポート」を公表。 業界内外、行政、マスコミ等から注目を集める。以後、毎年公表。

2019年5月 行政や孤独死に関連する事業者を一同に会した「孤独死の未然防止」に資する
イベント「第１回孤独死対策サミット」を開催

2020年11月 「第２回孤独死対策サミット」を開催
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2019年4月 協会「中期３か年計画」において「孤独死対策」を取り組み課題として掲げる。



孤独死保険とは？２
大家型 入居者型

不動産オーナー・大家が自身が契約者となり、自身の保有
する物件を保険の対象とする保険。
自身の物件入居者が死亡したことによる、損害を補償する。
補償範囲は、居室の原状回復費用、残置物処理費用
空室期間の賃料補償など。

入居者が契約者となり、賃貸住宅入居時に契約する、家財保険
の特約として、入居者自身の死亡による、居室に生じた損害を補
償する。補償範囲は、居室の原状回復費用、残置物処理費用。

オーナー・大家 少額短期保険会社

保険契約

・

オーナー保有物件

・・・

死亡

保険金請求

保険金支払い

保険の対象

入居者

入居者死亡により
居室に損害が発生

少額短期保険会社

賃貸住宅の入居者

保険契約

死亡

遺族等

4

入居者死亡により
居室に損害が発生



３
①孤独死は全世代の問題
孤独死は「高齢者問題のひとつ」という認識は誤り。
・働き盛り、現役層の孤独死
・独り立ちしたばかりの若者の孤独死

②賃貸住宅居室内孤独死の自殺問題は、孤独死の深刻さを示す。
特に20代～30代の若い女性の自殺占率の高さに注意が必要

③孤独死未然防止策立案の糸口
女性の孤独死早期（3日以内）発見割合の高さから推測して「普段から親や友人と連絡を取り合うこと」を
国として支援することが、未然防止につながるのではないか。
遠隔地にいる「年老いた親」「単身赴任中の親」「親元を離れた学生・社会人」との安否確認を家族が常時
とれていれば、異常の早期発見、本人へのコンタクトの取りやすさにつながる。
「家族の絆を取り戻す」⇒孤独死の未然防止になるのではないか。
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第6回孤独死現状レポートから読み解けること
~



４
①孤独死の現状についての周知・意見交換・情報提供
各自治体に対して、孤独死現状レポートを中心に孤独死の現状を理解いただく場の提供。孤独死保険に関する
説明や、業界の孤独死に関する活動の説明等を実施
※オンラインでの開催を想定

②孤独死関連企業と自治体との孤独死未然防止ワークショップの開催
孤独死保険のみならず、孤独死対策委員会とつながりのある孤独死関連企業（見守りサービス・特殊清掃業者等）と、
各自治体による、孤独死未然防止のためのソリューションを検討するワークショップ等を開催
※オンラインでの開催を想定

③孤独死対策ガイドの策定（仮）
上記の①と②をメインの活動としつつ、必要があれば各自治体が利用できる体裁の「孤独死対策ガイド」（チラシ形態）を
作成することも検討
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自治体との連携（案）



財務局による
官民連携の橋渡し
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５ 自治体との連携事例

協会事務局
（HUB)

財務局 財務局管轄の
自治体

情報提供
（財務局の地域連携の取り組みに関
する説明／協会の当資料など）

自治体からの協会に
対する要望

財務局と自治体の接触時

①

②

③

孤独死対策委員会

④

孤独死関連業者

自治体からの要望に対して、
委員会メンバー会社と連携し
自治体要望に対する、取り組み内
容を決定。
（前頁の①・②等について
具体的な企画提案を決定）

④´

自治体の要望から必要に応じて、
孤独関連業者とも、対応協議。

※上記は、あくまで自治体からの要望があった際の進め方の一例です。
上記の関東財務局東京財務事務所の事例では、①⑤の際に、財務局とともに、協会も参加し孤独死対策の取り組み等についてオンライン等でご説明するといった対応を実施。

自治体の要望を踏まえ、財
務局と協会事務局にて具体
的な連携案をすり合わせ。

連携案の提示（必要に応じて自治体
と複数回協議）

⑤
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６ 協会事務局連絡先

一般社団法人日本少額短期保険協会

業務推進部 宛

E-mail
杉本茂也 s.sugimoto@shougakutanki.org

岡崎健治 k.okazaki@shougakutanki.org

杵渕恵美 e.kinebuchi@shougakutanki.org

TEL:03-6222-4422

協会HP https://www.shougakutanki.jp/

mailto:s.sugimoto@shougakutanki.org
mailto:k.okazaki@shougakutanki.org
mailto:e.kinebuchi@shougakutanki.org
tel:03-6222-4422
https://www.shougakutanki.jp/


孤独死現状レポートについて参考
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・孤独死現状レポートとは

・本レポートにおける孤独死の定義

☞「協会孤独死対策委員会」各社が持ち寄った孤独死支払案件データを統計化し、賃貸住居内における
「孤独死の実像を統計データで示した」初めての資料。孤独死のデータを集積し分析を行い、孤独死の実態について、業界内外に発信
することで、孤独死の問題点やリスクを広く知ってもらい、未然防止に役立てていただくことが、レポート発表の主旨。

☞ 「自宅内で死亡した事実が死後判明に至った１人暮らしの人」

・孤独死現状レポート第６回 完全版について
こちらからご覧いただけます。
https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_6th.pdf

①対象：少額短期保険会社の家財保険（孤独死特約付き）に加入している被保険者
②収集したデータ：孤独死対策委員をはじめ、協力会社から提供された孤独死のデータ
③収集の対象期間：2015 年 4 月～2021年 3月までの孤独死のデータ
④データ収集項目：年齢、性別、事故発見日、死因、死亡推定日、都道府県、発見者、

発見に至った事由、居室平米数、遺品・残置物の撤去費用（損害額・支払保険金）
原状回復費用（損害額・支払保険金）、家賃保証（支払保険金）

・レポートの対象となる期間

https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_6th.pdf


第6回孤独現状レポートから
~孤独死者の平均年齢と男女比~

項目 男性 女性 合計

人数 4,614(3,698) 929(750) 5,543(4,448)

割合（％） 83.1(83.1) 16.9(16.9) -

死亡時の平均年齢（歳） 61.6(61.6) 60.7(60.7) 61.６(61.6) 

6５歳未満者の割合（%） 51.9(51.9) 52.4(52.4) 52.0

平均寿命（歳） 81.41 87.45 -

男女別孤独死人数と死亡時の平均年齢(n=5,543)

男女別死亡年齢の構成比(n=5,045)※年齢が不明なデータを除く

①男女比率 8：2
孤独死は男性に多く発生。
（賃貸住宅入居者 男女比＝6：4）

②平均年齢＝61歳
平均寿命より男性20年／女性27年
早く死亡。
⇒平均寿命に対し、男性で75%
女性で70%しか経っていない時点で
死を迎えている。

③非高齢者比率52%
特に20代～50代の現役層が、40％を
占める。

④20代～40代の孤独死に特徴
孤独死に占める20代～40代の占率
男性：19.3% ／ 女性29.6%
女性は若い層の孤独死占率が高い

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～ 合計
現役世代
の割合

全体 210 325 511 971 1,545 1,052 431 5,045 ー

割合 4.2% 6.4% 10.1% 19.2% 30.6% 20.9% 8.5% 100.0% 40.0%

男性 138 243 409 853 1,368 875 295 4,181 ー

割合 3.4% 6.1% 9.8% 20.4% 32.7% 20.9% 7.0% 100% 39.3%

女性 72 82 102 118 177 177 136 864 ー

割合 8.3% 9.5% 11.8% 13.7% 20.5% 20.5% 15.7% 100% 43.3%

孤独死は全世代の問題
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参考



第6回孤独死現状レポートから
~死因別人数と男女別死因の構成割合～

死因 病死 自殺 事故死 不明 合計
人数(人） 3,518 579 73 1,193 5,365
割合（％） 65.６ 10.９ 1.3 22.2 100 

死因別人数(n=5,365)

①賃貸住宅内孤独死は
自殺が多い。
賃貸住宅内自殺 10.9%
人口動態統計 1.4%
=大きな乖離がある。

②年代別にみると
20代ー30代の自殺全体に占める割合

は男性：46.9% ／ 女性64.6% と
若い女性の自殺が多い。
（親元を離れて1人で自立する際の
不安・ 孤独感が大きいか）

賃貸住宅内孤独死では
自殺が多い

＝孤独・孤立感強い
ー特に若い層の女の自殺は大きな問題ー

～20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上
孤独死全体 26.5% 22.8% 17.4% 15.3% 8.5% 3.5% 0.1%
男性 23.2% 23.7% 23.1% 17.5% 8.7% 3.7% 0.0%
女性 39.2% 25.4% 13.9% 9.0% 8.2% 3.3% 0.8%
全国平均 13.8% 12.6% 17.0% 17.1% 14.4% 14.5% 10.6%

26.5%

22.8%
17.4%

15.3% 8.5%
3.5%

0.1%

13.8%

12.6%

17.1%
14.4%

14.5%

10.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

~20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～

孤独死の自殺者 全国の自殺者

孤独死・全死因別自殺者の比較割合

年齢階級別自殺者の割合
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第6回孤独死現状レポートから
~発見者と発見までの日数~

発見者 親族 友人 管理 福祉 警察 他人 合計

人数（人） 1,005 591 1,012 755 234 486 4,083

割合（％） 24.6% 14.4% 24.7% 18.5 5.7% 11.9% 100

属性 近親者（39.0%） 職業上の関係者（48.9%）
他人

（11.9%)

3日以内 4～14日 15～29日 30～89日 90日以上 平均

全体 39.4% 29.3% 15.3% 14.5% 1.5% 17

男性 38.4% 29.4% 15.6% 14.8% 1.8% 17

女性 50.1% 27.9% 11.8% 8.8% 1.4% 17

①近親者より職業上の
関係者による発見が多い。
＝家族の「絆」の崩壊現象

②ただし、男女差が大きい。
女性は近親が発見する事
例が男性に男性に比べ
約10%高い

=普段から親や友人と電話・メール等
での繋がりが多く、突然連絡がなく
なることのへの違和感から安否確認
されるケースが多い

③発見までの日数でみても、
女性の半数 が３日以内の
発見と、男性より10ポイント
以上多い。逆に、周囲との
連絡を断ちがちな男性の孤独・
孤立感が強いことが読み取れる。

近親者による発見少ない

34.9%

52.6%

12.5%

44.5% 45.5%

10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

近親者 職業上の関係者 他人

男性 女性

性別による第１発見者の構成比

第１発見者の構成 (n=4,083)※発見者不明を除く

発見までの日数と男女比（n=4,721)
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